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注記 

① 本計画の対象となる建物について 

・校舎、園舎、体育館を対象としています。 

 ・小規模な建物（倉庫、屋外便所、概ね 200 ㎡以下の建物等）及び地上式プ

ール棟は対象外としています。 

 ・暫定増築棟は、児童・生徒の収容対策を目的とした暫定建築物のため対象外

としています。 

 

② 本計画における試算等の延床面積は特記なき限り、対象となる建物の棟ごと

に令和５（2023）年度学校施設台帳の保有面積と保有控除面積を足した値

としています。 

 

③ 本計画における施設の築年数等は、令和５（2023）年度を基準としていま

す。 

 

④ 建築年度は、竣工年度で表記し、複数年にわたり増築した建物は最も古い棟

の建築年度とします。 
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１．長寿命化計画の背景・目的等                

1.1 背景                                

学校施設は本区の公

共建築物の総延床面積

の約 58％を占めてお

りますが、その大半は

学齢期人口の増加にあ

わせ、昭和 40 年代か

ら 50 年代前半に集中

的に整備されたもので

す。その後、人口は平

成 27 年に 50 万人を

突破し、児童・生徒数

は、緩やかな増加を続

けています。 

一方で、学校施設自体 

の老朽化が進んでおり、

大規模改修や改築等にかかる多額の費用と適正な維持管理が課題となっていま

す。 

（改訂の背景） 

学校施設の計画的・効率的な保全・更新を目的として、令和 2 年に本計画を

策定した後、3 年が経過しました。この間に物価上昇や建設業の残業規制などの

社会状況の変化、老朽化の更なる進展、「江東区公共施設等総合管理計画（以下、

「総合管理計画」という。）」の改訂（令和 5 年 3 月）等が行われました。こう

した変化を反映してより計画的で適切な保全・更新を行っていくため、本計画を

改訂します。 

 

1.2 目的                                 

学校施設の老朽化が進む中、子どもたちの安全・安心を確保するためには、学

校施設を常に健全に保つ必要があります。また限られた財政状況の中で計画的・

効率的に保全・更新を行うことが重要です。 

「江東区学校施設長寿命化計画（以下「本計画」という。）」は、上記の背景を

踏まえて学校施設を総合的な観点で捉え、長寿命化できるものは長寿命化し、適

正な改修・改築を進めるとともに、教育環境の質的改善も考慮しながら、これに

要するコスト縮減と平準化を図ることを目的として策定します。 

なお、本計画は総合管理計画に基づく学校施設の個別施設計画として位置づ

図： 公共建築物延床面積の施設類型別構成比 

（江東区公共施設等総合管理計画（令和 5 年 3 月）より ） 
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けるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 計画期間                               

本計画は、江東区長期計画と連動させて 2020 年（令和 2 年）から 10 年間

とし、原則 5 年ごとに見直しを行います。なお、今回の改訂は長期計画後期策

定に合わせて 4 年目に行います。 

 

1.4 対象施設                               

対象施設は、区立の小学校 45 校、中学校 23 校、義務教育学校 1 校、幼稚

園１７園、仮校舎 2 校とします。 

 

1.5 本計画に係るその他の事項                       

「長寿命化改修」について 

「長寿命化改修」とは、老朽化した建物について、物理的な不具合を直し建物の

耐久性を高めることに加え、建物の機能や性能を現在の学校が求められている

水準まで引き上げる改修を行うことです。 

建物の構造体を残して、内外装の改修、設備機器の更新、間取りの変更などを

行い、現在の社会的要求水準を満たすように整備する大規模改修（スケルトン改

 

【本計画の位置づけ】 

学校施設 

長寿命化計画 

 

個別計画 個別計画 

個別施設計画 
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修）の内容に加えて、構造躯体の経年劣化を回復するためにコンクリートの中性

化対策や鉄筋の腐食対策等を行います。 

 

「仮校舎」について 

 本区では、改築工事又は大規模改修工事等の工事期間中に、既存校舎に代えて

使用する仮校舎を 2 校設置しています（南砂仮校舎、大島仮校舎）。工事の影響

を最小限にとどめ、工事中においても引き続き良好な教育環境を確保して学校

運営が行えるようこれまで積極的に活用してまいりました。 
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２．学校施設の実態                          

2.1 学校施設の運営状況・活用状況等の実態                

2.1.1 対象施設一覧 

【小学校】                     （令和５年 5 月 1 日現在） 

学校名 住 所 
延床面積 

(㎡) 

建築 

年度 
児童数（人） 学級数 

1 明治小学校 深川 2-17-26 7,066 昭和 55 858  26  

2 深川小学校 高橋 14-10 4,050 昭和 47 356  12  

3 八名川小学校 新大橋 3-1-15 4,369 昭和 46 361  12  

4 臨海小学校 門前仲町 1-1-6 4,587 昭和 49 323  12  

5 越中島小学校 越中島 3-6-38 4,942 昭和 54 527  18  

6 数矢小学校 富岡 1-18-7 6,964 昭和 53 773  25  

7 平久小学校 木場 1-2-2 （※1）6,529 昭和 49 615 (24) 21 (3) 

8 東陽小学校 東陽 3-27-12 5,660 昭和 45 607 (24) 19 (3) 

9 南陽小学校 東陽 2-1-20 8,862 昭和 49 846  26  

10 川南小学校 千石 2-9-12 （※1）4,434 昭和 50 456  15  

11 扇橋小学校 石島 18-5 5,049 昭和 49 640  21  

12 元加賀小学校 白河 4-3-19 6,124 昭和 47 743 (21) 23 (3) 

13 毛利小学校 毛利 2-2-2 3,496 昭和 54 329  12  

14 東川小学校 住吉 1-12-2 5,869 昭和 47 392 (6) 14 (1) 

15 豊洲小学校 豊洲 4-4-4 （※1）10,147 平成 11 885 (28) 27 (4) 

16 豊洲西小学校 豊洲 5-1-35 13,182 平成 26 1,118  32  

17 豊洲北小学校 豊洲 3-6-1 12,172 平成 18 1,020  30  

18 東雲小学校 東雲 2-4-11 7,419 昭和 53 813  24  

19 有明小学校 有明 2-10-1 （※2）15,978 平成 22 516 (21) 17 (3) 

20 枝川小学校 枝川 3-5-3 8,463 昭和 58 816 (19) 25 (3) 

21 辰巳小学校 辰巳 1-11-1 （※1）5,142 昭和 42 323  12  

22 第二辰巳小学校 辰巳 1-1-22 8,145 昭和 47 787  22  

23 第一亀戸小学校 亀戸 2-5-7 （※1）7,804 平成 7 608  19  

24 第二亀戸小学校 亀戸 6-36-1 （※1）11,257 平成 27 712  23  

25 香取小学校 亀戸 4-26-22 6,760 平成 2 224 (23) 9 (3) 

26 浅間竪川小学校 亀戸 9-22-4 6,663 昭和 61 767  24  

27 水神小学校 亀戸 5-22-22 4,668 平成 2 315  12  

28 第一大島小学校 大島 2-41-4 5,357 平成 17 468  16  

29 第二大島小学校 大島 3-16-2 4,804 昭和 42 359 (32) 12 (4) 

30 第三大島小学校 大島 9-5-3 5,913 平成 11 482  15  

31 第四大島小学校 大島 6-7-8 5,940 昭和 63 436  16  

32 第五大島小学校 大島 8-40-13 6,579 平成 30 339 (30) 12 (4) 

33 大島南央小学校 大島 4-18-5 5,481 平成 20 254  10  

34 砂町小学校 北砂 4-13-23 5,547 昭和 38 452  15  

35 第二砂町小学校 東砂 7-17-30 5,184 昭和 51 593  18  

36 第三砂町小学校 南砂 6-3-13 5,807 平成 14 575  18  

37 第四砂町小学校 南砂 2-13-18 4,791 昭和 42 540  18  

38 第五砂町小学校 東砂 8-11-5 7,689 平成 21 705 (24) 22 (3) 
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学校名 住 所 
延床面積 

(㎡) 

建築 

年度 
児童数（人） 学級数 

39 第六砂町小学校 北砂 6-26-6 4,560 昭和 40 281  12  

40 第七砂町小学校 東砂 3-21-5 5,810 昭和 41 465  16  

41 小名木川小学校 北砂 5-22-10 5,731 昭和 42 279 (19) 11 (3) 

42 東砂小学校 東砂 2-12-14 5,349 昭和 48 273 (15) 12 (2) 

43 北砂小学校 北砂 1-3-36 4,777 昭和 50 436  15  

44 南砂小学校 南砂 2-3-21 5,990 昭和 54 369 (11) 13 (2) 

45 亀高小学校 北砂 5-20-16 5,049 昭和 51 332  12  

通常学級計    24,368 795 

特別支援学級計    (297) (41) 

合計    24,665 836 

注（ ）内は特別支援学級で外数 ※1 併設幼稚園の面積を含む ※2 併設中学校の面積を含む 

 

【中学校】                     （令和５年 5 月 1 日現在） 

学校名 住 所 
延床面積 

(㎡) 
建築 
年度 

生徒数（人） 学級数 

1 深川第一中学校 森下 4-9-22 3,825 昭和 50 192 (7) 6 (1) 

2 深川第二中学校 冬木 22-10 6,350 昭和 52 302  9  

3 深川第三中学校 越中島 3-7-1 8,022 平成 19 542  16  

4 深川第四中学校 千石 1-12-12 6,417 昭和 51 548 (15) 15 (2) 

5 深川第五中学校 豊洲 4-11-18 6,570 平成 12 557  16  

6 深川第六中学校 平野 3-6-13 3,596 昭和 46 283  9  

7 深川第七中学校 毛利 1-14-1 4,900 平成 1 197  6  

8 深川第八中学校 塩浜 2-21-14 6,789 平成 16 402 (13) 12 (2) 

9 有明中学校 有明 2-10-1 （※3） 平成 22 370 (7) 10 (1) 

10 辰巳中学校 辰巳 1-10-57 6,906 昭和 51 225  7  

11 東陽中学校 東陽 2-1-8 5,564 昭和 59 274  9  

12 亀戸中学校 亀戸 9-2-2 6,066 昭和 55 523 (27) 15 (4) 

13 第二亀戸中学校 亀戸 4-51-1 5,424 平成 4 246  7  

14 第三亀戸中学校 亀戸 1-12-10 6,487 平成 2 279  9  

15 大島中学校 大島 8-12-22 4,652 昭和 48 350  9  

16 第二大島中学校 大島 3-27-18 7,008 令和 4 259  9  

17 大島西中学校 大島 4-1-23 6,087 昭和 56 322  10  

18 砂町中学校 北砂 6-16-28 6,480 昭和 41 367 (20) 10 (3) 

19 第二砂町中学校 東砂 8-10-9 5,453 昭和 42 504  14  

20 第三砂町中学校 南砂 3-10-3 6,180 昭和 43 406  12  

21 第四砂町中学校 北砂 5-20-17 6,774 昭和 61 231 (13) 8 (2) 

22 南砂中学校 南砂 2-3-20 6,059 昭和 51 104 (8) 3 (2) 

23 第二南砂中学校 南砂 1-2-18 5,451 昭和 58 476  14  

通常学級計    7,959 235 

特別支援学級計    (110) (17) 

合計    8,069 252 

注（ ）内は特別支援学級で外数  ※３延床面積は併設小学校と合算し小学校に計上  
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【義務教育学校】                  （令和５年 5 月 1 日現在） 

学校名 住 所 
延床面積 

(㎡) 

建築 

年度 

児童・ 

生徒数(人) 
学級数 

1 

有明西学園  

有明 1-7-13 21,109 平成 29 

1,364 41 

（前期課程） 1,071 32 

（後期課程） 293 9 

 

【幼稚園】                     （令和５年 5 月 1 日現在） 

園名 住 所 
延床面積 

(㎡) 
建築 
年度 

園児数
（人） 

クラス数 

1 平久幼稚園 木場 1-2-2 (※４) 昭和 49 28 2    

2 南陽幼稚園 東陽 2-1-14 1,312 昭和 50 158 7    

３ つばめ幼稚園 扇橋 3-20-13-101 774 昭和 55 41 2    

４ 元加賀幼稚園 白河 4-9-17 769 昭和 59 39 2    

５ 豊洲幼稚園 豊洲 4-4-4 (※４) 平成 23 159 7    

６ 枝川幼稚園 枝川 3-4-1-101 451 昭和 52 22 2    

７ 辰巳幼稚園 辰巳 1-11-1 (※４) 昭和 45 20 2    

８ ちどり幼稚園 古石場 1-11-11 960 昭和 50 14 1    

９ ひばり幼稚園 東雲 2-4-1-103 887 昭和 53 24 2    

10 第一亀戸幼稚園 亀戸 2-5-7 (※４) 平成 7 19 2    

11 第二亀戸幼稚園 亀戸 6-36-1 (※４) 平成 27 35 2    

12 大島幼稚園 大島 5-38-1 1,017 昭和 50 22 2    

13 第三大島幼稚園 大島 7-39-2-101 968 昭和 57 25 2    

14 第五砂町幼稚園 東砂 7-5-27 1,001 昭和 49 37 2    

15 東砂幼稚園 東砂 4-20-1 1,063 昭和 47 17 2    

16 なでしこ幼稚園 北砂 5-20-7-102 934 昭和 52 58 4    

17 みどり幼稚園 南砂 2-3-3-101 888 昭和 49 34 2    

合計    752 45 

注 川南幼稚園は令和 5 年 6 月に廃園のため除外 

※４延床面積は併設小学校と合算し小学校に計上 

 

【仮校舎】                  （令和５年 5 月 1 日現在） 

学校名 住 所 
延床面積 

(㎡) 
建築 
年度 

児童・ 

生徒数(人) 
学級数 

1 南砂仮校舎 南砂 2－3－13 6,184 昭和 49 － － 

2 大島仮校舎 大島 5－52－15 5,897 平成 23 － － 

 

注 全対象施設一覧上の建築年度は、最も古い棟建築年度とし、体育館を含む 

全対象施設一覧上の延床面積(㎡)は、江東区データブックを参照。(仮校舎は除く) 
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2.1.2 児童・生徒数の変化                          
 

【小学校】 

 区立小学校の児童数は、平成５年からの変化を見ると平成 15 年まで減少を

続けていましたが、以降増加に転じ、近年では微増傾向となっています。令和５

年 5 月 1 日現在 25,736 人（義務教育学校（前期課程）１校を含む）と過去最

大となっています。 

 

【中学校】 

 区立中学校の生徒数は、平成 5 年からの変化を見ると平成 20 年まで減少を

続けていましたが、以降増加に転じ、その後近年では横ばいとなっています。令

和５年 5 月 1 日現在 8,362 人（義務教育学校（後期課程）1 校を含む）とな

っています。 

 

≪児童・生徒数≫                         （単位：人） 

年度 これまでの推移 
1993 1998 2003 2008 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

平成 

5 

平成

10 

平成

15 

平成

20 

平成

25 

平成

30 

令和

元 

令和

2 

令和

3 

令和

4 

令和

5 

小学校
児童数 

21,687 16,437 15,795 18,521 21,237 24,309 24,658 25,103 25,402 25,545 25,736 

中学校
生徒数 

10,068 8,448 6,796 6,694 7,545 7,906 8,009 8,041 8,337 8,329 8,362 

合計 31,755 24,855 22,492 25,215 28,782 32,215 32,667 33,144 33,739 33,874 34,098 
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生徒数

合計

直近5年 現在

図：児童・生徒数の推移 
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2.1.3 学校施設の配置状況                  

 学校施設の地区別の配置状況は以下の図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 亀 戸 地 区  

小学校 5 校 

中学校 3 校 

幼稚園 2 園 ④ 小 松 橋 地 区  

小学校 4 校 

中学校 2 校 

幼稚園 1 園 

⑤ 東 陽 地 区  

小学校 3 校 

中学校 1 校 

幼稚園 2 園 

 

③ 豊 洲 地 区  

小学校 8 校 

中学校 4 校 

義務教育学校 

    1 校 

幼稚園 4 園 

① 白 河 地 区  

小学校 3 校 

中学校 2 校 

幼稚園 1 園 

 

⑨ 南 砂 地 区  

小学校 5 校 

中学校 3 校 

幼稚園 2 園 

仮校舎 1 校 

 

⑧ 砂 町 地 区  

小学校 7 校 

中学校 3 校 

幼稚園 2 園 

⑦ 大 島 地 区  

小学校 6 校 

中学校 3 校 

幼稚園 2 園 

② 富 岡 地 区  

小学校 4 校 

中学校 2 校 

幼稚園 1 園 

 

図：学校施設の配置状況（令和 5 年度） 

OpenStreetMap より 
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2.1.4 施設関連経費の推移                         

 本計画における施設関連経費とその事業内容は以下の通りです。 

 

 

 

対象事業名 事業内容 

施
設
整
備
費 

新増築 新築事業や増築事業が該当 

改築 改築事業が該当 

大規模改修等 耐震改修事業や大規模改修事業（長寿命化改修を含

む）が該当 

部位改修 校舎（園舎）改修事業や校舎（園舎）維持管理事業の

校舎、体育館、プール、校庭、外構改修費が該当 

施設維持修繕費 校舎（園舎）維持管理事業の修繕費が該当 

施設維持管理委託料 校舎（園舎）維持管理事業の自家用電気工作物やエレ

ベーター等の保守委託料が該当 

冷暖房機等賃借料 冷暖房機等のリース事業が該当 

光熱水費 電気、ガス、水道使用量が該当 
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6,000
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10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

経費（百万円）

年度

施設整備費（新増築）

施設整備費（改築）

施設整備費（大規模改修等）

施設整備費（その他）

施設維持修繕費

施設維持管理委託料

冷暖房機等賃借料

光熱水費

（部位改修）

図：施設関連経費の推移 

表：各経費の説明 
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施設関連経費は、整備計画（江東区長期計画）で実施する工事の学校数や学

校規模等により、年度での経費にバラつきがありますが、およそ 80～90 億

円で推移しています。平成 29 年度の施設整備費（新増築）が大幅増の要因は 

有明西学園の整備の影響があげられます。また労務単価の上昇や物価上昇の影

響により施設整備費全体として増加傾向にあります。 

施設維持修繕費、施設維持管理委託料、光熱水費などの維持管理に要する費

用は、物価の上昇や設備機器の新設等があり施設整備費同様年々増加傾向にあ

ります。冷暖房機等賃借料については、平成 29 年度でリース契約が一度満了

し、令和元年度よりリース契約を更新しているため増加傾向となっています。 

 施設関連経費のこうした推移を見定めつつ今後の経費を見通す必要がありま

す。 
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2.1.5 学校施設の保有量 

計画対象の小中学校及び幼稚園は、築 30 年以上の建物が、30.８万㎡

（59%）と老朽化が進行しています。これは、区の公共施設全体（総合管理

計画）の老朽化（約 55%）とほぼ同じ割合であることがわかります。 

旧耐震基準の建物は、建設時期が集中しております。これまで大規模改修と

改築をそれぞれ計画的に進めてきましたが、老朽化の更なる進行を考慮すると

長寿命化を図ることができる施設については積極的に長寿命化していく必要が

あります。新耐震基準の建物は、満遍なく推移しており引き続き計画的な改修

が必要になります。 

近年は小学校児童数の増加に伴い、小学校の校舎を暫定的に増築して対応し

ています。 

 

 

 

 

図：計画対象の築年別整備状況 
（※暫定増築（12棟）を含む） 

ー11ー



 
 

2.2 学校施設の老朽化状況の実態                     
2.2.1 構造躯体の健全性の評価 

80 年以上の長期間にわたって建物を使用するためには、構造躯体が健全で

ある必要があります。構造躯体の健全性を効率的に把握するために、「学校施

設の長寿命化計画策定に係る解説書」の長寿命化の判定フロー（文部科学省）

を参考にしつつ以下の方法で評価を行いました。 

旧耐震基準（昭和 56 年以前）の鉄筋コンクリート造（RC 造）の建物につ

いては、耐震診断報告書に基づき、コンクリート圧縮強度が 13.5N/m ㎡以下

のもの、及び圧縮強度が不明のものは「要調査」建物としました。なお、コン

クリート圧縮強度は、標準偏差を考慮するなどして設定された耐震診断に採用

された値としました。階ごとに異なるなど、複数の診断強度がある場合は、そ

れらの最低値としました。旧耐震基準の鉄骨造（S 造）の建物については、築

年数が 40 年以上経過したものは「要調査」建物としました（全て該当）。 

なお、旧耐震基準の建物の耐震性については、いずれも耐震診断を実施し

「耐震性あり」、または「耐震補強済み」となっております。 

上記以外の建物については、評価上「長寿命化」としました。 

本計画策定後の長期計画策定段階では、現地目視調査及び材料調査を含む躯

体の詳細な調査に加えて、経済性や教育機能上などの観点から総合的に判断し

たうえで、建物の長寿命化か改築かを決定することになります。 

構造躯体の健全性の評価結果については以下のとおりです。 

 

構造躯体の健全性の評価結果 

 構造躯体の健全性については、「要調査」と評価された建物は 32 棟あり、

全体の 24％を占めました。これらの建物は長寿命化に適さない可能性がある

ため、今後詳細調査に加えて、経済性や教育機能上の観点から総合的に判断し

て長寿命化が可能か判断していきます。 

 

 

 

11 21 42 61

0% 20% 40% 60% 80% 100%

旧耐震RC造13.5Ｎ/㎟以下 旧耐震S造 旧耐震RC造13.5Ｎ/㎟超 新耐震

図：構造躯体の健全性（棟数） 

要調査 

ー12ー



 
 

2.2.2 構造躯体以外の劣化状況の評価 

構造躯体以外の各部位についても、今後の長期計画策定や施設整備費による

改修において優先的に改修する建物の参考とするために劣化状況の評価を行い

ました。 

劣化状況の評価については施設（棟）ごとに、屋根・屋上、外壁、外部建

具、内部仕上、電気設備、機械設備のそれぞれについて、全面的な改修年から

の経過年数（令和４年度末）を基準）を基本に A､B､C､D の 4 段階で評価した

うえで、「健全度」を算定し、施設（棟）の劣化度を評価しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪評価基準≫ 

○経過年数による評価①   ○経過年数による評価② 

【屋根・屋上、外壁】    【外部建具、内部仕上、 

電気設備、機械設備】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 基準

A 10年未満

Ｂ 10～20年未満

C 20年以上

Ｄ
経過年数に関わらず著しい
劣化事象がある場合

評価 基準

Ａ 20年未満

Ｂ 20～40年未満

Ｃ 40年以上

Ｄ
経過年数に関わらず著しい
劣化事象がある場合

 
屋根 

・屋上 
外壁 

外部 

建具 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

※建築基準法 12

条点検、学校施設課

による施設点検に

おいて特記すべき

劣化事象がある場

合は経過年数によ

る評価を 1 ランク

ダウン。 

良好 

劣化 

構造躯体以外の各部位 

図：構造躯体以外の劣化状況評価基準 
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構造躯体以外の劣化状況の評価結果 

A 及び B 評価となった棟は各部位とも全体の 7 割程度を占めました。これ

までの計画的な改修によって良好な状況が維持されています。C 評価となった

棟が各部位とも 3 割前後あり、今後の改修において計画的に実施していく必要

があります。また、D 評価の棟の部位は劣化が著しいため、修繕対応を含めて

検討を行っていきます。 
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28
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

屋根・屋上

外壁

外部建具

内部仕上

電気設備

機械設備

A B C D

図：構造躯体以外の劣化状況 部位別（棟数） 
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３．学校施設整備の基本的な方針等                

3.1 学校施設整備の基本的な方針                     

3.1.1 学校施設の長寿命化計画の基本方針 

 学校施設の長寿命化に関する基本方針については、総合管理計画において以

下のように定めています。 

 

総合管理計画の基本

方針 

既存の公共建築物の改修・改築にあたっては、維持

管理方針に基づき計画的な改修を行い、50～65 年以

上を目安に改築を行っていきます。 

ただし、単に改修・改築を行うのではなく、あり方

について見直しを実施するとともに、将来の人口動態

や行政需要等の変化を踏まえたうえで適正配置と規模

及び他用途への転用についても検討します。 

総合管理計画の施設

類型別方針（学校教

育系施設） 

区立小・中学校・義務教育学校の児童・生徒数は、

緩やかな増加を続けていますが、今後中長期的には減

少局面を迎えることが想定され、既存施設数を保持し

ながら教室改修を基本として収容対策を図るととも

に、改築や長寿命化改修を計画的に進めていきます。 

また、改修・改築については、「江東区立小中学校の

改築・改修に関する基本的な考え方」に基づき進める

とともに、改築の際には他の施設との複合化について

も、施設の特性や用途及び各種法令への対応を踏まえ

検討していきます。 

区立幼稚園については、園児数が減少傾向にあるこ

とから「江東区立幼稚園の今後のあり方に関する基本

方針」を踏まえつつ、適正配置に向けた検討を引き続

き進めます。 

 

3.1.2 学校施設の規模・配置計画等の方針 

 学校の規模・配置計画等については、当面は保持しつつ総合管理計画等と調

整を図りながら、学校規模の適正化や適正配置に関する検討を教育委員会と区

長部局との緊密な連携の下で進めていきます。 

幼稚園については、「江東区立幼稚園の今後の在り方に関する基本方針」を踏

まえつつ、適正配置に向けた検討を進めていきます。 
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3.2 改修等の基本的な方針                         

建物の状況に応じた更新年数を設定して、長寿命化改修等を計画的に実施し

ていきます。 

3.2.1 長寿命化の方針 

竣工後 25 年目程度を目途に、経年により劣化した機能や学習環境の原状回

復のため、大規模改修を行います。 

竣工後 45 年目程度で、躯体等の劣化調査を実施し、長寿命化対策が可能な

建物は、長寿命化改修を行い、躯体を延命化するとともに、建物の水準をその

時点の新築と同等レベルまで引き上げます。 

長寿命化改修を行った建物については、竣工後 65 年目程度を目途に、経年

により劣化した機能や学習環境の原状回復のため大規模改修を再度行い、85

年程度で改築する方針とします。 

また、長寿命化が困難と判断した建物や、学校の適正配置など地域の実情に

より改築せざるを得ない建物があった場合には、改築まで 15 年程度を目途に

原状回復を目的とした改修を行い、当面の安全性・機能性等の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：改修サイクルのイメージ 
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3.2.2 方針に基づく対象施設の考え方 

長寿命化の方針に基づいて耐震基準と築年数にて対象建物を区分けして、目

標使用年数及び改修周期を設定します。 

旧耐震基準の建物は、改築を 65 年程度として改築まで 15 年程度を目途に

小規模改修を実施します。新耐震基準(一部、築年数にて旧耐震基準も含む)の

建物は、改築を 85 年程度として築 25・65 年程度にて大規模改修、築 45 年

程度にて長寿命化改修を実施します。 

 

 

 図：方針に基づく対象施設の考え方 
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４．学校施設整備の水準等                      

4.1 改修等の整備水準                           

 学校施設の長寿命化を確実に進めるためには、老朽化状況に応じた適切な改

修を実施し、また変化する社会的ニーズに対応するための機能向上を図ってい

く必要があります。本区では、改修等の整備水準を「部位別仕様」と「機能向上」

に分けて下表のように示します。各改修等の際は、この整備水準を基に、個々の

状況を考慮し改修メニューを決定する必要があります。 

 

 

 

 

 

長寿命化改修（45年目） 大規模改修（25・65年目・その他）

アスファルト防水+断熱材t=35

+保護コンクリート
アスファルト防水+保護コンクリート

カラーガルバリウム鋼板瓦棒葺
ガルバリウム鋼板

（断熱カバー工法）
遮熱型フッ素樹脂塗装 長尺カラー鉄板瓦棒葺

防水形複層塗材E（耐候形1種、フッ素）

（内断熱t=25）

外壁補修+防水形または可とう形複層塗材

（内断熱施工）
外壁補修+防水形または可とう形複層塗材 モルタル+複層塗材

アルミ製サッシ+飛散防止フィルム
サッシ改修

（はつり又はカバー工法）

既存開閉調整

シーリング打替え

飛散防止フィルム張替え

アルミ製サッシ+飛散防止フィルム

教室
床：床組+ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張

壁：EPG塗装、腰壁木質化
天井：化粧石膏吸音ボード

内装全面改修

床：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張替え（床組共）

壁：塗装塗替え、腰壁木質化
天井：天井材張替え

その他：黒板・ロッカー更新

内装部分改修

床：張替え(下地補修)または研磨・再塗装

壁：塗装塗替え
天井：塗装または既存のまま

ユニット：黒板またはロッカー更新

床：木床組+ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

壁：EP塗装
天井：化粧石膏吸音ボード

トイレ
床：防汚性ビニル床シート（乾式）

壁：化粧ケイカル板

天井：ケイカル板EP塗装

全系統を乾式便所に全面改修 １系統以上を乾式便所に全面改修

床：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水+タイル貼（湿式）

壁：タイル貼

天井：ケイカル板EP塗装

給食室
床：ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ+厨房用ビニル床シート

壁：化粧ケイカル板

天井：ケイカル板+水系結露防止塗料

床：ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ

+エポキシ樹脂塗床（セミドライ）

壁：磁器質タイル貼

天井：ケイカル板+有機質砂壁状塗料

体育館
床：複合フローリングＰＵ塗

壁：有孔シナ合板、シナ合板

天井：直天井

内装全面改修

床：複合フローリング張替え（下地共）

壁：有孔シナ合板張替え（下地共）

天井：落下防止対策

その他：体育器具更新

内装部分改修

床：研磨・再塗装

壁：既存のまま

天井：落下防止対策

その他：体育器具更新

床：鋼製床下地+複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞPU塗

壁：有孔シナ合板、シナ合板

天井：直天井

照明設備 LED照明器具 蛍光灯照明器具

その他 — 全面改修 部分改修 —

給排水設備 高耐食配管（SUS製等） 全面改修 部分改修 鋼管配管等

その他 — 全面改修 部分改修 —

昇降

機

エレベーター・

小荷物専用昇降機
エレベーター設置

エレベーター未設置の場合は設置

エレベーター設置済みの場合は更新

小荷物専用昇降機更新

エレベーター未設置の場合は設置

エレベーター設置済みの場合は更新

小荷物専用昇降機更新

エレベーター無し

小荷物専用昇降機有り

水槽：SUS製+塗装

プールサイド：遮熱型防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

水槽：コンクリート製+塗装

プールサイド：防滑性ビニル床シート

校庭 全天候舗装 クレイ系舗装（石灰系ダスト）

校庭以外 全面改修 部分改修

少人数教室、多目的室、特別支援教室、

ランチルーム、階段ホール、教育相談室

多目的室、ランチルーム、

教育相談室、和室

内装木質化、トイレの乾式化 トイレは湿式から乾式に順次改修中

高気密・高断熱化、太陽光発電設備、

日射抑制（バルコニー、庇）、

自然換気設備、高効率照明器具（LED）、
節水型衛生器具、雨水利用、

屋上緑化・壁面緑化、校庭芝生化

雨水利用、校庭芝生化

エレベーター設置、

段差解消（スロープ）、

多目的トイレ整備

（誰でもトイレ、幅広ブース）

エレベーター設置（平成以降竣工建物）

非構造部材耐震化、

防災備蓄倉庫・資機材倉庫の整備、

管理用インターホン、セキュリティ監視、
防犯カメラ設置、マンホールトイレ設置、

かまどベンチ設置、外部電源接続盤設置

非構造部材耐震化、

防災備蓄倉庫・資機材倉庫の整備、

管理用インターホン、セキュリティ監視、

防犯カメラ設置、外部電源接続盤設置

江東きっずクラブの整備、

地域連携スペース等の整備

江東きっずクラブの整備、

地域連携スペース等の整備

機

能
向

上

学習環境
少人数教室設置、多目的室・オープンスペースの充実、

特別教室の機能向上、特別支援教室の整備、
ランチルーム設置、教育相談室の整備

生活環境 内装木質化、トイレの乾式化・洋便化

省エネ化・地球環境
高気密・高断熱化、高効率照明器具（LED）、

節水型衛生器具、屋上緑化・壁面緑化、

校庭芝生化

バリアフリー
エレベーター設置、段差解消（スロープ）、

多目的トイレ整備（誰でもトイレ、幅広ブース）

防災・防犯

非構造部材耐震化、防災備蓄倉庫・資機材倉庫の整備、

管理用インターホン、セキュリティ監視、

防犯カメラ設置、マンホールトイレ設置、

かまどベンチ設置、外部電源接続盤設置

地域連携

外

構

全天候舗装化（小学校：ゴムチップ舗装、中学校：砂入り縮毛人工芝）を推進

劣化状況等に応じた改修を実施

LED化改修

江東きっずクラブの整備、

地域連携スペース等の整備

既存学校の例

部

位
別

仕
様

屋上防水 ウレタン塗膜防水

金属屋根

外壁

外部建具（窓）

プール・プールサイド
水槽：防水シート張り改修

プールサイド：遮熱型防滑性ビニル床シート張替え

項目 改築学校の例
改修メニュー（整備水準）

内

部

仕

上

内装全面改修

床：厨房用ビニル床シート（ドライ化）

壁：化粧ケイカル板

天井：ケイカル板+水系結露防止塗料

電

気
設

備

機

械
設

備

表：改修等の整備水準例 
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なお長寿命化改修の整備内容については、躯体の状況によって対応すべき内

容が異なることから、以下のフローを参照して決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 維持管理の活用                           

 整備水準の決定には、個別の学校施設状況を反映するために、法定点検等を積

極的に活用し、劣化状況等を把握していくことが重要です。 

本区では、次ページ表に示す点検・管理を実施し、改修メニューへ適切に反映

していきます。 

躯体の詳細な調査に加えて、構造躯体以外の劣化状況の評価や 

経済性、教育機能上などの観点から総合的に判断する 

長寿命化改修整備内容 

図：長寿命化改修における整備内容 

 

長
寿
命
化
改
修
設
計
段
階 

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

調査 現地目視調査及び材料検査 現地目視調査

・コンクリート圧縮強度 ・筋かいのたわみ

・中性化深さ ・鉄骨腐食状況

・鉄筋かぶり厚さ ・非構造部材の取付部、設備、二次部材安全性

・鉄筋腐食状況 ・屋根、外壁の漏水状況

・屋上、外壁の漏水状況

評価
項目

躯体の詳細な調査
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学校
施設課

業者
委託

学校

建築基準法第12条点
検

建築基準法第12条に基づく、建築物・建
築設備・防火設備の点検
（昇降機設備点検を除く）

建築物点検：３年に１回
建築整備・防火設備点検：１年に１回 〇

建築基準法第12条
建築基準法第8条

昇降機設備保守点検
定期検査：1年に1回
保守点検：3か月に1回(遠隔監視がない
機器は1か月に1回)

〇

小荷物専用昇降機保
守点検

定期検査：1年に1回
保守点検：年に5回 〇

消防用設備等定期点
検 〇

救助袋点検 〇

防火対象物点検
消防法第8条の2の2に基づく、特定防火
対象物の防火計画等の点検（特例認定に
より免除可）

1年に1回 〇 消防法第8条の2の2

自家用電気工作物・
非常用発電機保守点
検

電気事業法及び消防法に基づく、自家用
電気工作物及び非常用発電機設備の保守
点検

月次点検：1か月に1回
年次点検：1年に1回 〇

電気事業法第39条・
第42条、消防法第17
条

冷暖房機フロン定期
点検

冷暖房機器のフロン排出抑制法に基づく
法定点検

３年に１回 〇
フロン排出抑制法第
16条

学校施設点検
施設利用者からの調査票を基にして点検
を実施し、以後の工事、修繕計画検討の
ベースとなる

1年に1回 〇 〇 -

非構造部材の耐震点
検

「学校施設の非構造部材の耐震化ガイド
ブック」に基づく点検（実施者により異
なる）

学校設置者が行う点検：３年に１回
※建築基準法第１２条建築物点検と同時
に実施する
学校が行う点検：1年に1回

〇 〇

文科省通知H25.8.7
「学校施設における天
井等落下防止対策の一
層の推進について」

プールろ過設備保守
点検

プールろ過機の保守点検 水泳指導前後各1回 〇 -

プール清掃 プール水槽及びプールサイド等の清掃
水泳指導前1回
※ろ過機保守点検後に実施 〇 -

GHP保守点検 GHP冷暖房機器の保守点検
５～6年（運転時間１万時間）に１回（設
置１５年または運転時間３万時間以上の
機器は年１回）

〇 -

保健室空気清浄機等
保守点検

保健室のエアコン、空気清浄機等の点検
及びフィルター清掃

2か月に1回偶数月（空気清浄機のフィル
ター等の薬品洗浄は年1回実施） 〇 -

簡易専用水道水質検
査

水道法に基づく、水道（直結給水を除
く）の水質検査

1年に1回 〇 水道法

高置水槽・受水槽清
掃

水道法に基づく、高置水槽・受水槽の清
掃

1年に１回 〇 水道法

直結給水増圧ポンプ
保守点検

東京都給水条例に基づく、直結給水用増
圧ポンプの定期点検

1年に１回 〇 東京都給水条例

非常通報装置（学校
110番）保守点検

非常通報装置（学校110番）の保守点検
定時点検：1か月に1回
巡回点検：3か月に1回 〇 -

遊具等点検 校庭・園庭の遊具等の点検 3年に1回 〇 -

校庭芝生管理
専門業者による、校庭・園庭の芝生の維
持管理

通年 〇 -

樹木剪定 敷地内の樹木の剪定 随時 〇 〇 -

窓ガラス清掃 校舎・屋内運動場・園舎の窓ガラス清掃 1年に1回 〇 -

放送機器入替
放送室、屋内運動場の放送機器の計画更
新

適時 〇 -

機械警備
警備会社による、警報器による警備及び
異常事態等への対応

通年 〇 -

自
主
点
検

実施者

主要根拠法令等実施回数点検内容点検名称

建築基準法第12条
建築基準法第8条

建築基準法第12条第4項等に基づく、昇
降機設備点検

消防法第17条に基づく、消防設備の保守
点検

機器点検：6か月に1回
総合点検：1年に1回
点検結果報告：3年に1回（幼稚園および
幼稚園と併設する小学校は１年に１回）

消防法第17条

法
定
点
検
等

表：学校施設の主な点検・管理業務一覧 
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５．長寿命化の実施計画                     

5.1 改修等の実施計画                           

 本計画の基本的な方針を基に以下の整備内容及び整備要件に基づき、適宜仮

校舎を活用しつつ改修等を行っていきます。 

 
 改築や大規模改修等の工事期間中は現在 2 校ある仮校舎を有効活用し、工事

の影響を最小限に教育環境を確保して進めていきます。上記の実施計画を目安

にしつつ、仮校舎までの通学距離や使用期間を考慮して改修時期を決定してい

きます。 

 整備内容 整備要件 仮校舎活用 

新増築 
・新築工事 

・増築工事 

収容対策等が必要な場合に行

う 

 

 

改築 ・解体含む改築工事 

建築年度、耐力度調査、劣化

状況評価により優先順位をつ

けて改築を行う 

 

対象 

大規模改修等 

（45 年目 

長寿命化） 

・躯体の長寿命化 

・内外装の全面改修 

・給排水、空調、電気設備

の全面改修 

・多様な学習内容や形態

への対応 

前掲の「方針に基づく対象施

設の考え方」において「長寿

命化改修可能」と判定された

建物及び築 45 年程度の新耐

震の建物について、建築年度、

劣化状況評価により優先順位

をつけて改修を行う 

 

対象 

大規模改修等 

（25 年目・ 

65 年目・ 

その他） 

 

・外壁・屋上防水改修 

・劣化した内装の部分改 

 修 

・トイレ、調理室の水回

りの全面改修 

・給排水、空調、電気設備

の機器類の改修 

・多様な学習内容や形態

への対応 

築 25・65 年程度の新耐震建

物について、建築年度、劣化

状況評価により優先順位をつ

けて改修を行う 

 

前掲の「方針に基づく対象施

設の考え方」において更新目

安が 65 年程度と判定された

建物について、改築まで 15

年程度を目途に原状回復を目

的とした改修を行う 

 

必要な場合

は、敷地内

にプレハブ

を検討 

部位改修 

・上記以外の部位ごと改

修（外壁、屋上防水、ト

イレ、給食室、内装、校

庭、プール、給排水、空

調、電気設備の機器類、

配管など） 

劣化状況評価結果や毎年の法

定点検、学校施設点検等の結

果から優先順位をつけて改修

を行う 

不要 
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5.2 実施計画にかかる費用（施設関連経費）の見通し                    

改築中心から改修による長寿命化を図った場合における今後の施設関連経費

の試算を行いました。今後 30 年間の施設関連経費は、3,477 億円（115.8

億円/年）となり、直近 11 年間の施設関連経費（平成 24（2012）年度～令

和 4（2022）年度）の年平均 89.4 億円/年と比較して 30％の増加となりま

した。近年の急激な物価上昇の影響が大きく、長寿命化改修によってコスト削

減と平準化を図っても財政負担の増加が見込まれます。 

 

 

≪長寿命化型の改修・改築周期とした場合の施設関連経費の見通し≫ 
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経
費

（
百

万
円

）

年
度

過去の施設関連経費 光熱水費 冷暖房機等賃借料 施設維持管理委託料 施設維持修繕費 部位改修

大規模改修（25年目） 大規模改修（65年目） 小規模改修 長寿命化改修 改築

対象建物

135棟 50.0万㎡
30年間の平均

115.8億円/年

30年間の総額

3,477億円

10年間

95.9億円/年

10年間

116.1億円/年

10年間

122.3億円/年

10年間

122.7億円/年

過去の

施設関連経費

89.4億円/年

図：今後の施設関連経費の見通し 
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 施設関連経費の試算条件 

 

更新周期
新耐震基準…85年

旧耐震基準…65年※１

※１：現在築45年程度で長寿命化改修を

行って長寿命化が図れる建物（棟）につい
ては85年とする。
・財政負担や仮校舎の空き状況を考慮し、
左記年数を目安に平準化している。

工事期間
校舎・体育館…3年

園舎　　　　…2年

コスト設定 改築㎡単価（税込） 613,000円/㎡ ・過去の実績に令和5年までの物騰を反映

年度別支出割合

校舎・体育館

　1年目…20％
　2年目…35％
　3年目…45％
園舎
　1年目…50％
　2年目…50％

・大規模改修の実施年数より古い建物は、

すでに工事を行ったものとする。
・更新周期に先行して45年目大規模改修を
行った建物については、更新周期にかかわ
らず、すでに改修したものとする。

規模等
対象延べ床面積は、既存延べ床面

積の1.3倍。
・近年の改築実績を考慮。

更新周期
築25年、

築45年（長寿命化）、
築65年

・大規模改修の実施年数より古い建物は、

すでに工事を行ったものとする。
・更新周期に先行して45年目大規模改修を
行った建物については、更新周期にかかわ
らず、すでに改修したものとする。
・試算上の区分が「要調査」の場合は、従
来型の更新周期とする

工事期間
校舎・体育館…２年

園舎　　　　…１年

コスト設定
25年目大規模改修

㎡単価（税込）
170,000円/㎡ ・想定整備内容を元に算出

45年目大規模改修

（長寿命化）
㎡単価（税込）

304,000円/㎡ ・過去の実績に令和5年までの物騰を反映

65年目大規模改修

㎡単価（税込）
170,000円/㎡

・想定整備内容を元に算出

年度別支出割合

25年目、65年目大規模改修

　1年目…50％
　2年目…50％
45年目大規模改修（長寿命化）
　1年目…30％
　2年目…70％

規模等 対象延べ床面積は、既存と同等

●改築について

●大規模改修について

●その他

幼稚園については下記類型別に試算

　・独立園は、小中学校と同様の改築・改修周期で計画
　・小学校併設園は小学校の一部として計画
　・都営住宅棟併設園は、改修については小中学校と同様、改築については、対象外

「光熱水費」「冷暖房等賃借料」「施設維持管理委託料」「施設維持修繕費」「部位改修」は直近の実績額で設

定。

その他の改修・小規模改修（長寿命化を図らず、改築まで15年程度の時期に行う改修等）については、過去実績

より別途㎡単価を設定して試算（96,000円/㎡）

表：試算条件 
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今後は、改修の遅れ等による更なるコスト増加が生じないように、適切な時

期に改修を実施していきます。合わせて学校施設の長寿命化によるコスト抑制

を継続させるために、継続的に計画を見直し状況に応じた対応をしていきま

す。 

財源については、国の補助金や江東区起債など適切かつ効果的に活用し、財

政負担の軽減に努めます。学校施設の規模や機能、運営面など多面的に課題解

決を図って、更なる財政負担の軽減を検討してまいります。 
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６．計画の継続的運用方針                   

今後の状況変化に対応し、本計画を着実に実施していくために、以下の方針で

継続的に運用してまいります。 

 

6.1 推進体制等の整備                           

学校施設の適切な維持管理のため、継続的な点検や効率的な運用が重要です。

建築基準法第 12 条による点検や消防設備点検などの各種点検報告書等ととも

に、学校施設課にて実施している施設点検を活用し、学校と連携・協力しながら、

学校施設の劣化状況等の確実な把握に努めます。 

本計画は、学校施設課が中心となって推進していきますが、より有効な活用がで

きるように関連部署と協力して計画を進めていきます。 
 

6.2 情報基盤の整備と活用                        

学校施設の長寿命化にあたっては、建物の老朽化を把握し、予防保全的な維持

管理への転換が重要となります。工事履歴や最新の劣化状況など建物情報を一

元管理することによって、学校施設の正確な現状把握し、施設整備計画に反映さ

せていきます。 

 

6.3 フォローアップ                            

本計画で示した学校施設の長寿命化の考え方と実施手法、見込額の算出等に

ついては、今後の劣化状況や学校教育を取り巻く環境の変化、児童・生徒数の推

移等を反映して、本計画の見直しを図りつつ、江東区長期計画にて実施年度や個

別の事業費等を精査したうえで事業を実施するものとします。 

 

 

 

さいごに 

本計画は、施設の老朽化対策としての適切な維持・更新と、これに要するコス

ト縮減と平準化を図ることを目的として策定しています。 

学校施設の整備にあたっては、こうした視点以外に教育環境や社会ニーズの

変化など様々な観点から整備を進める必要があります。これまでは平成 24 年

に策定した「江東区立小中学校の改築・改修に関する基本的な考え方」をもとに

整備を進めてきましたが、更なる教育環境の変化、社会状況変化に伴う今後の学

校施設の在り方については、別に定めてまいります。 
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巻末資料 
 

 

 



 
 

建築年度別学校一覧(令和 5年 5 月現在)               

建築年度 
経過 

年数 
小 学 校 中 学 校 幼 稚 園 

義務教育学校 

仮校舎 

昭和 38 60 砂町    

昭和 41 57  砂町(校)   

昭和 42 56 
辰巳・第四砂町 

小名木川 
第二砂町 

  

昭和 43 55 第六砂町・第七砂町 第三砂町(校)   

昭和 45 53 東陽   辰巳  

昭和 46 52 八名川 深川第六   

昭和 47 51 
深川・元加賀 

東川・第二辰巳 
 

東砂  

昭和 48 50 東砂 大島   

昭和 49 49 臨海・平久・扇橋   
平久・第五砂町 

みどり 
南砂仮校舎 

昭和 50 48 南陽・川南・北砂 深川第一 
南陽・ちどり 

大島 

 

昭和 51 47 第二砂町・亀高 
深川第四・辰巳 

南砂 

  

昭和 52 46   深川第二 枝川・なでしこ  

昭和 53 45 数矢・東雲  ひばり  

昭和 54 44 越中島・毛利・南砂    

昭和 55 43 明治(校) 亀戸 つばめ  

昭和 56 42   大島西   

昭和 57 41   第三大島  

昭和 58 40 枝川 第二南砂   

昭和 59 39   東陽 元加賀  

昭和 61 37 浅間竪川(校) 第四砂町   

昭和 63 35 第四大島    

平成元 34   深川第七・砂町(体)   

平成 2 33 水神・香取(体) 第三亀戸   

平成４ 31  第二亀戸(体)   

平成 7 28 第一亀戸 第三砂町(体) 第一亀戸  

平成 11 24 豊洲・第三大島     

平成 12 23   深川第五   



 
 

建築年度 
経過 

年数 
小 学 校 中 学 校 幼 稚 園 

義務教育学校 

仮校舎 

平成 14 21 第三砂町     

平成 16 19   深川第八   

平成 17 18 第一大島     

平成 18 17 豊洲北     

平成 19 16   深川第三   

平成 20 15 大島南央     

平成 21 14 明治(体)・第五砂町     

平成 22 13 有明 有明   

平成 23 12   豊洲 大島仮校舎 

平成 25 10 浅間竪川(体) 第二亀戸(校)   

平成 26 9 豊洲西    

平成 27 8 第二亀戸  第二亀戸  

平成 29 6    有明西学園 

平成 30 5 第五大島    

令和元 4 香取(校)    

令和 4 1  第二大島   

令和 6  第二大島(竣工予定)    

注 建築年度は、体育館も含む最も古い年度とするが、部分改築等により年度の差が 20 年  

以上ある場合は、校舎を(校)、体育館を(体)とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

直近 10 年分工事実施年表(年度は完了時)                
 

工事年度 
新増築 

改築 
大規模改修等 

新築 増築 大規模 小規模 

平成 25  浅間竪川小 第二亀戸中 

扇橋小 

浅間竪川小 

大島中 

第五砂町幼 

第四砂町小 

第二砂町中 

平成 26 豊洲西小 第二辰巳小※  みどり幼 第七砂町小 

平成 27  
豊洲北小※ 

第一亀戸小※ 

第二亀戸小 

第二亀戸幼 
北砂小 小名木川小 

平成 28  

南陽小※ 

東雲小※ 

有明小※ 

 
臨海小 

南陽幼 

南陽小 

砂町中 

第三砂町中 

平成 29 有明西学園    
東陽小 

辰巳小 

平成 30   第五大島小 

川南小・川南幼 

枝川幼 

なでしこ幼 

砂町小 

令和元  
平久小※ 

扇橋小※ 
香取小 

第二砂町小 

つばめ幼 
辰巳中 

令和 2  
東川小※ 

豊洲西小※ 
 深川第四中  

令和 3  第二亀戸小※  南砂中 八名川小 

令和 4  数矢小※ 第二大島中 数矢小 元加賀小 

令和 5    深川第二中(長)  

令和 6   第二大島小 明治小(長)  

注 大規模改修等は、本計画策定前のため考え方や内容等が異なります。 

  深川第二中より長寿命化改修(長)を実施しています。 

  ※の増築は、収容対策に伴う暫定増築を示します。 

  令和 6 年度は、現在実施中のため完了予定を示します。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

江東区学校施設長寿命化計画（改訂） 

令和 6 年 3 月 

 

江東区 教育委員会事務局 学校施設課 

〒135-8383 江東区東陽 4-11-28 

電話 03(3647)9111 代表 


